
健康はっぽう21ひろば

予約・問合せ先：MISAWAライフパートナー
〒018－2638  八峰町字茂浦71

代表  三沢　義将
TEL /FAX 77－3152

学校では教えてくれない「お金」の事!  一緒に勉強してみよう!

観海マネースクール
まもなく開講

八峰町の小学生 集まれ!!
小物農機レンタル！

〒018-2504 山本郡八峰町峰浜石川字外林33-21 TEL・FAX0185-76-2884

準備台数機　種 機　種 料　金

２台

２台

３台

５台

３台

１台

背 負 動 噴

動 力 散 布 機

エンジンポンプ

刈 払 機

チ ェ ン ソ ー

ハウス用オーガー

噴 霧 用

粉 と 粒

φ25㎜

背負・肩掛

中 型

φ35㎜

1日3,000円

1日3,000円

1日2,000円

1日3,500円

1日3,500円

1日3,500円

準備台数機　種 使　用 料　金

溝 切 機

管 理 機

高 速 洗 浄 機

発 電 機

ウイングモア

２台

３台

１台

１台

１台

乗 用 型

耕巾500㎜

小型４馬力

100V、交流12A

φ700㎜

1日5,000円

1日3,500円

1日3,500円

1日3,500円

1日4,500円

（　　　　　　　　）レンタル機につきましては、
1日以上とさせて頂きます。

アシザキNOUKI農家のパートナー
小物農機・販売サービス

ご来店をお待ち致しております。

小児用肺炎球菌ワクチンとヒブワクチンの接種を再開します

　ポリオワクチンの供給が再開されることになり、5月26日（木）
からはポリオ予防接種を実施いたします。まだ、２回接種してい
ない方は、機会を逃さず接種を受けてください。

　接種の間隔が、予定より多少開いたとしても、ワクチン接種を受けた後の免疫への効果には問題ない
とされています。
　病気から身体を守る免疫をつけるためには、間隔が多少ずれたとしても、なるべく早く接種を受けま
しょう。

平成23年4月1日㈮から

■問合せ先　 八峰町福祉保健課  健康推進係　☎76－4608

R 接種の予定から遅れてしまったのですが、どうすればいいですか？

　小児用肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチンや、ＤＰＴ（３種混合）ワクチンなどのワクチンは、それぞれ
別々の日に接種できますが、医師の判断と保護者の方の同意によって、同時に複数のワクチンを接種す
ることができます。同時接種は、早く免疫をつけたり、受診回数を少なくするために行われます。
　これらのワクチンを複数同時に接種すると、１つのワクチンを接種するより、発熱や注射したところ
の発赤などの軽い副反応が起こりやすいという研究報告もありますが、差がないとする報告もあります。
重い副反応が起こりやすくなるという報告はありません。

R 同時に複数のワクチンを接種できますか？  接種しても大丈夫ですか？

　基礎疾患のある方は、疾患によっては、感染症にかかるリスクが高くなるため、髄膜炎や敗血症など
の重い感染症を早くから防ぐことが大切ですが、ワクチンによる副反応についても、より注意が必要で
す。例えば重い心疾患など、重い基礎疾患のある子どもへの予防接種は、日頃から基礎疾患の状態につ
いてよく知っている主治医や、主治医と連携していて予防接種の経験のある医師などが、子どもの体調
をよく確認して慎重に行う必要があります。
　複数のワクチンの同時接種は、単独接種も考慮しつつ、医師が慎重に判断しますので、主治医とよく
ご相談ください。

R 基礎疾患（持病）がある子どもは接種しないほうがよいのでしょうか？

小児用肺炎球菌ワクチン（プレベナー）とヒブワクチン（アクトヒブ）の接種について、接種
後の死亡事例が複数報告されたことから、念のため、平成２３年３月４日から一時的に見合
わせていましたが、専門家の会議で評価を行った結果、安全性上の懸念はないとされたため、
平成２３年４月１日から接種を再開します。

ポリオ
予防接種を

再開します

詳しくは下記までお問い合せください。

八峰町八森字中浜　TEL77-2323・FAX77-2324

がんばれ! 日本がんばれ! 日本

火災警報器は５月、地デジは７月24日までにご準備下さい。

まけるな 東北!!まけるな 東北!!

エルポート シロキ

税務課からのお知らせ

・減免を受けようとする場合は、各納期限前に
減免申請書の提出が必要です。
・納期限が過ぎている税金は減免の対象となり
ませんのでご注意ください。

　次の要件にあてはまる方は、町税や国保税の減
免申請を行うことができます。

●生活保護法の規定による扶助を受けている方、
災害により被害を受けた方
●特別な事情が生じたために生活が著しく困難と
なった方

※失業等により収入が激減した方は税務課にご相
談ください。徴収の猶予または減免を受けられ
る場合があります。

※納付月の末日が休日にあたるときは、その翌日が納期限となります。
※12月は 28日が納期限となります。

　　■問合せ先　　税については税務課　　　　　　℡76－4604
　　　　　　　　　保険料については町民生活課　　℡76－4614

税の減免について

■閲覧できる方　固定資産税の納税者(代理可）

■閲 覧 場 所　八峰町役場　税務課

■期　　　　間　５月３１日（火）まで

■閲 覧 内 容　土地及び家屋の面積と評価額を

確認することができます

※代理の場合は委任状が必要となります。

平成23年度固定資産にかかる「土地価格
等縦覧帳簿」「家屋価格等縦覧帳簿」の閲
覧ができます

八峰町八森字岩館塚の台

TEL 090-9321-9213予約制
留守電の場合は伝言をお願いします。折り返しご連絡いたします。

担当課
納　期　月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月

納　 期　 限 ５月
31日

６月
30日

８月
１日

８月
31日

９月
30日

10月
31日

11月
30日

12月
28日

１月
31日

２月
29日

税務課

軽自動車税 １期
固定資産税 １期 ２期 ３期 ４期
町 県 民 税
（普通徴収） １期 ２期 ３期 ４期

国 民 健 康
保 険 税 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

町　民
生活課

介護保険料
（普通徴収） １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

後期高齢者
医療保険料
（普通徴収）

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

平成 23年度の納期限は下記のとおりです。
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